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第６章　障害者雇用に関する各種援助

⑴　就職に向けての相談

印のものは、事業主の方も支援を受けることができる
メニュー、又は事業主の方対象のメニューです。

　以下のメニュー一覧のうち⑴から⑷は、就労を希望
する障害者の方がニーズや場面に沿って参照しやすい
形にまとめたものですが、これらのメニューのうち◆

1第 節
援助メニュー一覧
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第１節　援助メニュー一覧

⑵　就職に向けての準備、訓練

（利用期間：原則２年以内）

　作業支援、職業準備講習カリキュラム、精神障
害者自立支援カリキュラム、発達障害者就労支援カ
リキュラム及び個別相談を通じて、職業上の課題の
把握、作業遂行力、対人技能及びストレス対処技
能等の社会生活技能の向上、職場体験実習等の
支援を実施し、就職等に向かう次の段階への移行を
支援します。
（支援期間 :個別に設定します。（原則12週間まで））

支援
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第６章　障害者雇用に関する各種援助

⑶　就職活動、雇用前・定着支援

　事業主と有期雇用契約を締結し、３ヶ月間の試
行雇用を行います。事業主と障害のある方の相互
の理解を深め、その後の常用雇用への移行を目指
します。

障害者トライアル雇用奨励金
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第１節　援助メニュー一覧

⑷　離職・転職時の支援、再チャレンジへの支援

　就労や生産活動の機会を提供するとともに、就
労に向けて必要な知識・能力の向上のために必要
な訓練や支援を行います。

に、就労に向けて必要な知識・能力の向上のため
に必要な訓練や支援を行います。
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第６章　障害者雇用に関する各種援助

⑸　在宅就業の支援

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
都道府県支部

高齢・障害者業務課等
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第１節　援助メニュー一覧

　ハローワーク等の紹介により障害のある方を雇用
する事業主に対し、支払った賃金の一部に相当する
額を支給します。

⑹　事業主の方への支援

　障害者雇用の経験のない中小企業において、は
じめて障害者を雇用し、法定雇用率を達成した場合
に、120万円を支給します。

中小企業障害者多数雇用施設等助成金　◆
　中小企業事業主が障害者を雇用するための計画
を作成し、その計画に基づいて障害者を10人以上
雇用し、障害者の雇い入れに必要な施設や設備な
どを設置・整備した場合に、要した費用の一部を助
成します。

　３ヶ月間の試行雇用を通じて、雇用に対する不
安を軽減し、常用雇用への移行を目指します。事
業主には障害のある方１人につき１ヶ月４万円（精
神障害者を初めて雇用した場合は１人につき８万
円）の奨励金が支給されます。

障害者トライアル雇用奨励金 ◆

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
都道府県支部
高齢・障害者
業務課等
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